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情報通信審議会 電気通信事業政策部会 

接続政策委員会（第 54回）議事概要 

 

日 時 令和３年４月 13日（火）17：30～18：30 

場 所 オンライン会議による開催 

参加者 接続政策委員会  相田主査、佐藤主査代理、関口専門委員、高橋専門委員、 

西村（真）専門委員、山下専門委員 

    事 務 局    今川電気通信事業部長、大村事業政策課長、 

（総 務 省）   川野料金サービス課長、大内料金サービス課企画官、 

          田中料金サービス課課長補佐、河合料金サービス課課長補佐 

 

【議事要旨】 

 

（１）ＩＰ網への移行過程における音声接続料（加入電話）の在り方について 

 ○事務局から資料１に従って説明を行い、意見交換を行った。 

 

 

【発言】 

 

○西村（真）専門委員 

  ＮＴＴ東日本・西日本の均一接続料の話が少し気になっています。３３ページの参考資料

の東西接続料の推移を見ると、令和元年度からの東西格差は１.２倍を切りそうな勢いがあ

るところ、その前の説明では、東西格差が２０％を超えていることが均一接続料とすること

のメインの理由のようになっているので、この辺り、数字が変わってくると考え方が変わっ

てくるのかという点について伺いたいです。 

 

 

○山下専門委員 

  質問ですが、令和６年１２月までの２年９か月の接続料を考えるという案ですが、令和６

年１２月で切替えが完了しないということはないのでしょうか。もし完了しなかった場合は、

２年９か月を２年１０か月、１１か月と適用期間を延ばすのでしょうか。それとも、新たに

接続料の方針を考えるのでしょうか。それから、逆に短くなることもあり得るのではないか

と思いますが、そのときは、２年９か月を待たずしてこの措置が終わり、ＩＰ網への切替え

後に移行するということになるのでしょうか。 

 

 

○事務局 

  まず、西村委員からＮＴＴ東日本・西日本の接続料格差について御質問をいただきました。

御指摘のとおり、令和元年度から３年度を見ますと東西格差が１.２０倍程度となっていま

す。先ほど一つの目安ということで２０％の格差ということを申しましたが、２０％という

ものが厳密な閾値として決まっているわけではなく、格差が実際にどのような数字になるか

を見ながら、影響について御議論いただければと考えております。 

  その意味でも、今後御議論いただく上で、今できる範囲で、例えばトラヒックを予測する

などして東西別に接続料を算定すると、どの程度の格差が生じる見込みなのかといったよう

な点については、事務局で試算を進め、委員会の中でお示ししたいと考えております。 

今現在は、先ほど御説明した第９次ＩＰモデルについて策定を進めている最中で、試算値

をお示しできず恐縮ですが、これからの御議論の中で数字もお示しをしながら、２０％を超

えるのか、そもそも大きいのか小さいのか、その影響をどのように考えるのか、御議論いた
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だきたいということです。 

  続きまして、山下委員から、マイグレーションの完了時期が延びたら、もしくは早く完了

した場合に接続料をどのように考えるかという御質問を頂戴しました。 

  仮にマイグレーションの完了時期が延びてしまった場合にどのように接続料を決めるか

という点は今後御議論をいただければと考えておりますが、例えば一つの考え方として申し

上げますと、事業者にとっては、接続料が予見可能であることが重要であると考えられます。

また、特に加入電話の接続料算定には、これまでモデルを使用しており、今回もモデルを使

用するという案を論点として提示させていただきました。モデルが必ずしも現実の網と一対

一に対応していないといけない訳ではなく、現実の網を抽象化したものがモデルであるとい

うことを捉えれば、現時点で令和６年１２月に接続ルートの切替えが完了するという予定が

あるのであれば、その予定に基づき、それまでの間モデルによる算定を行い、それ以降は移

行後の算定方式に移行するという形で、現実の網から切り離して整理することは一つの考え

方かもしれません。ただ、必ずしもそのようにしなければならないというものではありませ

んので、今後、ぜひ御議論いただければと考えております。 

  また、山下委員から、仮に令和６年１２月よりも前に移行が完了した場合についてもご質

問を頂戴しました。事務局で理解しているところでは、今のところ令和６年１２月までかけ

て接続ルートを切り替えていくスケジュールになっており、基本的には移行完了がそれより

前になることは想定されていないと思いますが、仮にそのようなことになったとしても、先

ほど申したようにモデルという形で切り離して整理するというのは一つの考え方かもしれ

ないと考えております。 

 

 

○相田主査 

  山下委員からの御質問とも関連し、様々検討しなければならないことが多い中で、令和４

年４月から適用ということだと、結構検討期間が短いというのが素朴な印象ですが、８ペー

ジの移行スケジュールを見ると、本格的な移行期間、加入電話関係の接続ルートが切り替わ

るのは令和５年１月からとなっています。もちろんこれからの検討次第ということですが、

令和４年１２月までは現行の令和３年度までの接続料を延長し、新しい方式に切り替えるの

は令和５年１月からという選択肢はあり得ると思ってよろしいのでしょうか。 

 

○事務局 

  短期間で御検討をお願いするということになりますので、その点は心苦しく思っておりま

す。今、例えばということで御説明のありました点については、当然そのような接続料算定

方法も考え得るところとは思いますが、令和４年４月からの接続料算定方法が現時点ではま

だ決まっておりませんので、答申をいただいた後に制度整備等を行うことも考えますと、仮

に令和４年１２月までは現行と同じ方法を使うという形の整理であっても、その整理につい

ては、審議会で方針をおまとめいただきたいと考えております。 

  令和４年４月から１２月はまだ接続ルート切替えが始まる前ですので、相田主査から御説

明がありましたように、切替え開始前であることから現行と同じＰＳＴＮモデルを使うとい

う考え方もありますし、令和４年４月からの２年９ヶ月間をひと括りに移行期間と捉え、モ

デル上は移行期間として取り扱ってしまうという考え方もあると思いますので、どのような

考え方が適当かという点をぜひ御議論いただければと考えております。 

 

○相田主査 

  接続政策委員会で検討した後、省令改正ということを踏まえると、どの程度の期間で結論

を出す必要があるのかという点が主査として一番気になるところですが、それを確認させて

ください。 
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○事務局 

  スケジュールについては、昨年の秋頃に全体のスケジュールを一度お示しさせていただい

ておりますが、今回御議論を開始いただきまして、最終的には６月頃には取りまとめという

形で進めていただきたいと考えております。そのため、本日の資料にも記載いたしましたが、

次回、主要な事業者からヒアリングを行っていただき、５月頃にそれも踏まえた御議論をい

ただき、併せて、その頃には、御説明の中でも申し上げたとおり、ＩＰモデル等を用いると

どの程度の接続料が予測されるのかといった試算値等も併せて御覧いただいて、御議論を深

めていただきたいと考えております。 

 

 

○相田主査 

  ＩＰ網移行後の接続料については、ある程度の方向性は既に検討したかと思いますが、そ

ちらと並行して検討することになるのでしょうか。それとも、先ほど言った検討のペースか

らいうと、一旦移行過程の接続料を先に検討するということになるのでしょうか。着地点が

見えない中で経過措置を検討するのも少し難しいなという気もしますが、その辺りの検討ス

ケジュールはどのように考えたらよいでしょうか。 

 

○事務局 

  まず、移行後の接続料の算定の在り方につきましては、昨年秋から接続政策委員会の中で

御議論いただき、その大枠は、本年３月に論点整理という形で一旦取りまとめをいただいた

ところでございます。 

  その概略は、ＮＧＮ部分は実際費用方式を用い、加入者回線収容部分はＬＲＩＣモデルを

使うというものです。もちろん、最終的に移行後の接続料を算定するためには、ここからさ

らに詳細化を図っていく必要がございますので、詳細化につきましては、今後令和７年に向

けて、今後さらに接続政策委員会、ＬＲＩＣモデル研究会研等で御議論を深めていただきた

いと考えております。 

  一方、移行後の着地点という点に関しては、大枠は本年３月の論点整理で形をつくってい

ただきましたので、そこへの橋渡しになる移行期間については、先ほど申したとおり、令和

４年４月から実際に算定を開始することが必要ということもあり、今般、詳細な形で御議論

いただきたいということでございます。 

 

 

○相田主査 

  現状の第９次ＩＰモデルは、実網の構成にかなり近いものにはなっていますが、そのＮＧ

Ｎ部分も含めた形のモデルになっているということで、先ほどおっしゃった着地点の考え方

とは少し異なっているということでよろしいでしょうか。 

 

○事務局 

  御指摘のとおりです。一方で、移行後は全てのトラヒックがＩＰ網に流れていくことにな

りますが、移行期間は徐々にＰＳＴＮからＩＰ網にトラヒックが移り変わっていくという状

況にあり、その状況でＩＰ網の設備量をどのように算定すればよいかという点に関して、今

回の論点提示では、第９次ＩＰモデルを使い得るのではないかということをお示しをさせて

いただいたところです。 

 

○佐藤主査代理 

  新しい議論が始まるということですが、今まで全く議論していなかった訳ではなく、本日

まとめていただいたように、ＩＰ網への移行が分かっている段階で何年か前から議論してき
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たことなので、それをベースに現実的に当てはめていくことが着地点を見つけることになる

と思います。 

  様々に論点はありますが、まずはヒアリングをしっかり聞いて、各社の話の中から論点を

少し仕分けしていければと思います。総体的にある程度決めやすい話であれば決めればよく、

例えばこの２つが非常に大事な論点、というような仕分けはできると思うので、それから本

格的に詰めていく仕事になるかと思います。 

  それから、先ほど東西均一接続料の話が出たので、少し考えたのですが、そもそもコスト

ベースで料金を設定するという意味では東西別なのですが、東西均一にしているというのが

現状で、誰が得をして誰が損をして、マーケットにどのような影響があるのかという観点で

見ると、全国で役務提供している接続事業者からすると平均化されてほとんど損得はないよ

うな状況になっているのではないでしょうか。逆に西日本のみで役務提供している接続事業

者は、地元の発着信が多いと仮定した場合、本来もう少し高い接続料を払うべきだったのが

平均化されて安くなるかと思います。逆のケースもあり得ますが、そこで損得が生まれるか

と思います。 

次にＮＴＴ東日本・西日本を見ると、ＮＴＴ西日本は本来のコストより低い接続料しか受

け取っていないと思います。４ページの資料にある約９００億円を半分にすると各社４５０

億円で、平均との格差が７～８％に見えるので、ＮＴＴ西日本は７～８％コストが回収でき

ておらず、そうすると毎年４０億円程度回収漏れが生じており、１０年で４００億円、２０

年で８００億円の回収漏れがあると理解しました。逆にＮＴＴ東日本は１０年で４００億円、

２０年で８００億円がコスト以上の利益になっている可能性もあるといったことも数字と

しては確認したいと思っています。理解が間違っていたら、どこかで事務局から訂正してく

ださい。 

 

○事務局 

  御指摘ありがとうございます。 

  東西別の接続料を均一にするのかという点については、佐藤委員から御指摘いただいたと

おり、今後そのような観点から御議論いただきたいと考えております。 

  ＮＴＴ東日本とＮＴＴ西日本について、仮に接続料を均一にした場合、接続料の収支だけ

で見ればＮＴＴ西日本が損失を出すことになりますが、これについては、ＮＴＴ法の附則に

おいて、ＮＴＴ東日本からＮＴＴ西日本に相当金額を交付する形になっておりますので、検

討の観点といたしましては、接続事業者にどのような影響があるのか、またユニバーサルサ

ービスである固定電話の接続料が東西均一であるべきか否か、といった点が大きいのではな

いかと考えております。 

 

○高橋専門委員 

  移行過程における適正な接続料算定の方法としてＬＲＩＣを踏襲するということについ

て、移行過程であまり急激に過激な変化が起きてしまうのはよろしくないかと思うので、こ

れまでの経緯を踏襲してやるのが適切かと思います。１８ページの２番目のポツにあるよう

なモデルの組合せをどのように考えていくのかという点を、ヒアリングを通じて慎重に考え

ていく必要があると思っております。 

 

 

○関口専門委員 

  東西均一接続料については、佐藤委員の御指摘のように、コストベースの料金設定という

ことから離れて、特にＮＴＴ西日本については原価割れ状態で接続料を設定するということ

を求めているという厳しさがあるのですが、３１ページの平成１４年９月１３日の部分に注

書があるとおり、国会において東西均一接続料の附帯決議がなされているという点も非常に

重いと思います。加えて、先ほど事務局からも、ユニバーサルサービスとしての加入電話に
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ついて、当然格差を設けることについての配慮が一定程度あるべきなのではないかというコ

メントもありましたし、これについては２０％という閾値をあまり厳格に捉えず、今までを

踏襲するということでよいのではないかと感じました。 

  それから、ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの使用方法ですが、そもそもＩＰ－ＬＲＩＣモデルはモ

デル構築時に色々と議論をした中で、ＩＰ網をゼロから構築するのではなく、ＩＰベースで

ＰＳＴＮを構築し直したらどうなるかという、やや逆転した思想を前提にしてモデル構築し

てきた訳です。ただ、こうしてマイグレーションを検討してみると、ある意味でこのマイグ

レーションのプロセスとＩＰ－ＬＲＩＣは結構似ているといえば似ている思想だと思いま

す。カメレオンのように、ある局面ではＰＳＴＮのようで、ある局面ではＩＰのようで、そ

れが徐々に時間とともにウェイトがシフトしてくるという意味で、上手にＩＰ－ＬＲＩＣモ

デルを活かしながら算定を行っていくということですし、移行完了後も、先ほども説明があ

ったように、収容のところでＬＲＩＣモデルを活かしていくということで、上手にモデルの

成果を活用し続けていくということで、よろしいかと思っています。 

 

○相田主査 

  ありがとうございました。 

  それでは、これからの検討に資するためということで、資料１の３４ページ以降のような

形で関係事業者からヒアリングを実施することとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

  それでは、そのように取り運ぶこととしたいと思います。 

 

以上 


